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丹波篠山市農業委員会の農地利用最適化推進委員募集要項 

 

１ 農地利用最適化推進委員の募集人数・任期等 

（１） 募集人数  

２名（担当区域制） 

八 上 １ 人 畑 １ 人 篠山・城北 １ 人 岡 野 １ 人 日 置 １ 人 後 川 １ 人 

雲 部 １ 人 福 住 １ 人 村 雲 １ 人 大 芋 １ 人 西紀南 １ 人 西紀中 １ 人 

西紀北 １ 人 大 山 １ 人 味 間 １ 人 城 南 １ 人 古 市 １ 人 今 田 ２ 人 

（２）任期    

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（３）身分    

丹波篠山市の特別職に属する非常勤の職員 

（４）報酬    

丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定める額

（農地利用最適化推進委員 月額３０，０００円） 

 

２ 職務内容（主なもの） 

（１）担当する地域での農地等の利用の最適化推進の為の活動 

（２）担当する地域での農地の利用状況調査・意向調査の実施 

（３）毎月開催される農業委員会の総会への出席（担当地区の案件について、現地調査の報告

等を述べて頂く） 

（４）担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消並びに新規農業参入者の

推進等への取り組みに伴う現地調査及び指導並びに監視業務等 

（５）農地の現況等の調査・記録（貸与するデジタルカメラ等で撮影をお願いする） 

（６）農業委員との連携（農業者及び地域等への助言、指導など） 

（７）農業者等からの相談対応（農地相談への出席を含む）、農業者等への助言・指導 

（８）研修会等への出席、その他委員会で決定した事項 

（９）地域計画の策定に係る助言 

 

３ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その他の農業委員会の所掌に属する事項

に関しその職務を適切に行うことが出来る者で、次の事項のいずれかに該当する者は除く。 

（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

 

４ 推薦及び応募に係る提出書類 

 所定の様式に必要事項を記入・押印のうえ、必要な添付書類（３）を添えて、持参により丹

波篠山市農業委員会事務局まで提出して下さい。 

 なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承下さい。 
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（１）推薦する場合 

  ①地区及び自治会からの推薦（推薦を求める地区割は別表１）  

  ②農業者が組織する団体等からの推薦        

  ③農業者（個人）が推薦する場合（推薦者２名以上）【様式５】（個人推薦用） 

（２）応募(一般募集)の場合 【様式６】（自薦用） 

（３）添付書類 

  ア）被推薦者又は応募者が市外在住の場合は住民票（発行後３ケ月以内のもの） 

  イ）その他申込書に記載した資格などを証する書類の写し 

（４）様式の入手方法 

  市農業委員会事務局及び各支所の窓口に備えるほか、市役所のホームページからもダウン

ロードできます。 

 

５ 受付期間  

 令和６年１月４日（木）から令和６年１月１９日（金）まで【必着】 

 ※持参により市役所開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分までに提出してください。 

 ※書類の提出期間は延長する場合があります。この場合、受付期間最終日以降に丹波篠山市

のホームページ等により公表します。 

 

６ 選考方法 

 丹波篠山市農業委員会の農地利用最適化推進委員に係る候補者選考委員会を開催し、地域農

業の事情の精通、農地等利用の最適化の推進への熱意、地域等からの信任の状況などについて、

提出された書類をもとに選考します。（必要に応じて面接等の実施あるいは追加書類の提出を求

める場合があります。） 

 

７ 推薦及び応募に係る書類の提出先及び問合せ先 

 丹波篠山市農業委員会事務局 

 丹波篠山市北新町４１番地（市役所第２庁舎２階） 電話０７９－５５２－６９０９（直通） 

 

８ その他 

 受付期間の期間終了後に、丹波篠山市のホームページ等で、提出のあった推薦及び応募に係

る書類をもとに以下の内容を公表します。 

（１）推薦又は応募する地区 

（２）推薦者（個人）については、氏名、職業、年齢、及び性別 

（３）推薦者（法人又は団体）については、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の

数及び構成員の資格・要件 

（４）被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 

（５）推薦及び応募の理由 

（６）推薦者が被推薦者を丹波篠山市農業委員に推薦しているか否かの別、又は応募者が丹波

篠山市農業委員に応募しているか否かの別 

（７）その他農業委員会が必要と認める事項 

 

【様式４】（自治会・農会・団体・  

法人等からの推薦用） 
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【別表１】 

丹波篠山市農業委員会の農地利用最適化推進委員募集要項４（１）①に規定する推薦を求め

る地区割と人数について 

（丹波篠山市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程第２条第１項第１号） 

 

地区名 当該地区の自治会 定員 

八上 糯ケ坪、糯ケ坪北、池上、港、小多田一、小多田二、 

小多田三、殿町、西八上、八上内、八上下、渋谷、京町、 

京町南 

 

１人 

畑 畑宮、大渕、和田、般若寺、大上、今谷、火打岩、奥畑、 

瀬利、菅 
１人 

篠山・城北 東新町、西新町、南新町、北新町、乾新町、山内町、上河原町、

下河原町、小川町、上立町、下立町、呉服町、上二階町、 

下二階町、魚屋町、西町、郡家、熊谷、藤岡口、藤岡奥、佐倉、

鷲尾、知足、丸山、大谷、寺内、黒岡、前沢田、北沢田、大熊、

新荘、野間、東沢田、筋山 

 

 １人 

 

岡野 東浜谷、西浜谷、今福、矢代、大野、野尻、有居、西岡屋、 

東岡屋、風深、吹上 
１人 

日置 日置、上宿、井ノ上、北嶋、畑井、宮ノ前、畑市、小中、辻、 

曽地口、曽地中、曽地奥、野々垣、西荘、八上上、西ノ堂、入組

、堂山住宅、たかしろ台 

 

 １人 

後川 後川新田原、後川新田籠坊、後川上ノ東、後川上ノ西、 

後川中、後川下、後川奥 
 １人 

雲部 奥県守、県守中、口県守、東本荘、西本荘、佐貫谷、春日江

、泉、倉谷 
１人 

福住 福住下、うと木、福住中、福住上、川原、本明谷、安口西、

安口東、西野々、下原山、中原山、奥原山、安田、藤之木、

幡路、二之坪、箱谷、小野新、小野奥谷 

 

 １人 

 

村雲 向井、杤梨、貝田、井串、細工所、塩岡、草ノ上、垂水、小立、

山田、小田中、下筱見南、下筱見北、上筱見 
１人 

大芋 福井、中、三熊、小原、藤坂、小倉、宮代、市野々、立金、

大藤、奥山 
１人 

西紀南 黒田、下新田、上新田、川北、口阪本、西阪本、西谷、東木之部

、西木之部、川西、高屋、河内台 
１人 

西紀中 宮田、下板井、上板井、小坂、市山、乗竹、打坂、垣屋、 

高坂、倉本、坂本、栗柄 
１人 

西紀北 川阪、本郷、遠方、桑原 １人 

大山 追入、大山宮、大山上、石住、高倉、一印谷、大山新、町ノ田、

長安寺、北野新田、北野、大山下、東河地、明野 

 

１人 
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味間 東吹上、東吹中、東吹下、吹新、網掛、東古佐、西吹、西古佐、

味間北、味間奥、味間南、味間新、音羽グリーンタウン、 

音羽住宅、中野、大沢、弁天、大沢新、杉、味間東、住吉台 

 

１人 

 

城南 北、ひまわり、野中、リバーサイド野中、谷山、岩崎、宇土、 

小枕、真南条上、真南条中、真南条下、栗栖野 
１人 

古市 草野、古森、油井、不来坂、住山、古市、波賀野新田、見内、 

波賀野、当野、矢代新、南矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬 

 

１人 

今田 今田町黒石、今田町本荘、今田町今田、今田町佐曽良新田、 

今田町今田新田、今田町市原、今田町芦原新田、今田町木津、 

今田町四斗谷、今田町辰巳、今田町上小野原、今田町下小野原、

今田町休場、今田町上立杭、今田町下立杭、今田町東庄、 

今田町釜屋、今田町今田団地、今田町みそら台、今田町みどり台

、今田町美山台、今田町五月ケ丘、今田町花みずき台 

 

２人 

  

 


